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お
知
ら
せ

弁
護
士
に
よ
る
無
料 

   

法
律
相
談
会
の
ご
案
内

日
本
弁
護
士
連
合
会
ひ
ま
わ
り
基
金
設

立
20
周
年
を
記
念
し
て
、
法
の
日
で
あ
る

10
月
１
日
に
、
新
潟
県
内
の
全
市
町
村
で
、

一
斉
無
料
法
律
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

弁
護
士
が
、
法
律
相
談
を
無
料
で
お
受

け
し
ま
す
。

10
月
１
日
㈭
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

佐
渡
中
央
会
館

�

９
月
30
日
㈬
ま
で
に
新
潟
県
弁
護
士
会

へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

新
潟
県
弁
護
士
会

　
☎
０
２
５
―
２
２
２
―
５
５
３
３

食
品
関
連
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ 

一
般
加
工
食
品
へ
の 

栄
養
成
分
表
示
を 

行
っ
て
い
ま
す
か
？ 

食
品
表
示
法
で
、
一
般
加
工
食
品
は
栄

養
成
分
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

令
和
２
年
４
月
１
日
以
降
に
製
造
（
ま

た
は
加
工
・
輸
入
）
さ
れ
た
も
の
は
、
新

基
準
に
よ
る
食
品
表
示
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
消
費
者
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

佐
渡
保
健
所
　
☎
74
―
３
４
０
３

両
津
地
区
芸
能
祭
の 

　
　
　
中
止
の
お
知
ら
せ

10
月
25
日
㈰
に
開
催
予
定
の
第
58
回
両

津
地
区
芸
能
祭
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止
し
ま
す
。

両
津
地
区
芸
能
祭
実
行
委
員
会
事
務
局

（
両
津
地
区
公
民
館
内
）

　
☎
27
―
４
１
８
１

南
佐
渡
防
火
駅
伝
大
会
の 

中
止
の
お
知
ら
せ

11
月
開
催
予
定
の
第
36
回
南
佐
渡
防
火

駅
伝
大
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止
し
ま
す
。

南
佐
渡
消
防
署
救
急
・
救
助
係

　
☎
88
―
３
１
１
９

佐
渡
市
総
合
防
災
訓
練
の 

中
止
の
お
知
ら
せ

11
月
８
日
㈰
に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま

し
た
佐
渡
市
総
合
防
災
訓
練
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か

ら
中
止
し
ま
す
。

防
災
管
財
課
防
災
安
全
係

　
☎
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―
３
１
２
５

　
９
月
10
日
は
下
水
道
の
日 

　
　
　
　
　
　
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す

　
自
然
環
境
の
保
全
や
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
下
水
道
施
設
の
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。
地
域
全
体
で
下
水
道
へ
の
接
続
を
進
め
、
水
環
境
の
改
善
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

下
水
道
の
役
割
と
は
？

　
下
水
道
は
私
た
ち
が
使
用
し
た
水
を
浄

化
し
て
川
や
海
に
戻
す
役
割
の
ほ
か
、
街

が
浸
水
し
な
い
よ
う
雨
水
を
排
除
す
る
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
下
水
道
に
接
続
す
る
と
、
生
活
雑
排
水

が
側
溝
に
流
れ
な
く
な
り
、
街
が
き
れ
い

に
保
た
れ
ま
す
。
便
所
を
水
洗
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
悪
臭
や
く
み
取
り
等
の
手
間

か
ら
開
放
さ
れ
ま
す
。

下
水
道
接
続
の
お
願
い

　
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、

使
用
開
始
の
日
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

く
み
取
り
便
所
は
水
洗
便
所
に
、
浄
化
槽

は
廃
止
し
て
、
台
所
や
風
呂
な
ど
も
下
水

道
に
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。

接
続
の
義
務
が
あ
り
ま
す

　
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
地
域
（
処
理
区

域
）
は
、
く
み
取
り
便
所
の
３
年
以
内
の

水
洗
化
お
よ
び
台
所
や
お
風
呂
な
ど
の
排

水
を
す
み
や
か
に
下
水
道
に
接
続
す
る
こ

と
が
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

下
水
道
接
続
に
対
す
る
支
援
を�

行
っ
て
い
ま
す

　
下
水
道
供
用
開
始
の
告
示
か
ら
３
年
以

内
に
接
続
す
る
と
、
下
水
道
使
用
料
の
免

除
制
度
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ま
た
、
立
地
条
件
に
よ
り
下
水
道
接
続

用
の
家
庭
用
ポ
ン
プ
が
必
要
な
場
合
に
、

設
置
費
用
の
一
部
を
市
が
補
助
し
ま
す
。

補
助
金
申
請
が
必
要
で
す
の
で
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
課
下
水
道
総
務
係

　
☎
55
―
３
１
１
５

下水道未接続�⇒�下水道接続後のイメージ

※ 下水道に接続すると生活雑排水が側溝に流れなくなり、
虫の発生や悪臭発生の原因を防ぎます。
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